
ＪＲ東海労ニュース

出向社員は、出向先会社とＪＲ本体との年間労働時間の差があるため、その差を月平均に

直した金額が、休日日数の少ない時間賃金と合わせ出向特別措置として支払われています。

しかし、それがＡ単価（100/100）での支払いとなっています。

ＪＲ本体で働く社員の労働時間は、１日７．５時間、年間１，８３７．５時間です（乗務

員を除く）。これを超えて労働した場合は、超過勤務としてＢ単価（130/100）で支払われ

ています。同じＪＲ東海社員なのに、本体社員はＢ単価、出向社員はＡ単価で計算されてい

ます。賃金に関してはＪＲ東海の基準によっての支給にもかかわらず、出向先労働条件基準

を適用して支払額の少ない方に合わせています。

全社員の皆さん、理不尽だとは思いませんか？出向者は決して年配者とは限らず、若年出

向者も多くいます。賃金面でこのような不利益を皆さんは黙って見過ごせますか？ＪＲ東海

労は、労働協約改訂交渉において、出向者が賃金面において不利益を被ることは許さないと

して、出向特別措置部分をＢ単価で支払うよう要求して交渉を行っています。

一つの例をあげてみます。

例：出向先会社の１日労働時間８時間、Ａ単価２，５００円・Ｂ単価３，２５０円、年間休

日数１１５日とした場合

所定年間労働時間の差 ８×（３６５－１１５）－１，８３７．５＝１６２．５時間

現在支払われている賃金 １６２．５×２，５００円＝４０６，２５０円

本来支払われるべき賃金 １６２．５×３，２５０円＝５２８，１２５円

毎年支払われるべき賃金が１２１，８７５円減額されています。３年間だと３６５，６２

５円にもなります。皆さんこの現実に納得いきますか。気がついた時から声を上げましょう。

ぜひ多くのご意見をお寄せ下さい。そして所属組合に対して、出向者が不利益を被らないた

めの取り組みを要求していきましょう。
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出向社員は賃金面において不利益を被っている！
なぜ同じ社員なのに不利益を被らなければいけないのか？


